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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　車体と台車との間に介在されて、モータの駆動により推力を発生する電磁サスペンショ
ン本体と、該電磁サスペンション本体と並列に設けられ減衰係数を調整可能な油圧ダンパ
と、前記電磁サスペンション本体及び前記油圧ダンパの作動を制御するコントローラとを
備えた鉄道車両用電磁サスペンション装置において、
　前記モータの駆動電源の供給電圧の低下を監視し、前記供給電圧が予め定めた電圧閾値
より小さくなった場合、電源電圧低下と判定する電源電圧低下監視手段を備え、
　該電源電圧低下監視手段が電源電圧低下と判定した場合に、前記コントローラは、前記
電磁サスペンション本体が発生する推力を低下させ、かつ前記油圧ダンパの減衰係数を大
きくすることを特徴とする鉄道車両用電磁サスペンション装置。
【請求項２】
　前記コントローラは、前記電源電圧低下監視手段が電源電圧低下と判定した時点から所
定時間経過後、除々に前記電磁サスペンション本体が発生する推力を大きくさせることを
特徴とする請求項１に記載の鉄道車両用電磁サスペンション装置。
【請求項３】
　前記コントローラによる前記電磁サスペンション本体の作動は、前記モータに流す電流
の大きさを指定する制御指令を前記モータの駆動回路に出力することにより行われ、
　前記制御指令が示す電流の大きさと前記モータに流れる電流の大きさとを比較する比較
手段を設け、
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　前記コントローラは、前記電源電圧低下監視手段が電源電圧低下と判定した場合に、前
記比較手段の作動を所定時間、停止させることを特徴とする請求項１又は２に記載の鉄道
車両用電磁サスペンション装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、鉄道車両に用いられて振動抑制を図る鉄道車両用電磁サスペンション装置に
関する。
【背景技術】
【０００２】
　鉄道車両の振動抑制に用いられる振動制御装置では、一般に、鉄道車両の振動加速度を
検出し、該検出結果をコントローラにて車体の振動を低減するように補償し、該補償結果
により車体－台車間に設置されたアクチュエータを制御する構成となっている。車体の左
右方向における振動について、該振動を低減させるよう振動制御装置を設置する場合、車
体左右加速度を検出するため車体の前位（車体における、車体を載置する２つの台車のう
ち前側の台車に対応する部分）及び車体の後位に夫々設置される加速度センサ（前位、後
位加速度センサ）からの信号がコントローラに入力され、コントローラは車体－台車間に
設置された左右動アクチュエータを制御する構成となる。
【０００３】
　従来、アクチュエータには油圧、空気圧を用いた流体アクチュエータが用いられてきた
が、近年では電磁力を用いた所謂電磁式アクチュエータを用いた例も見られる。これは、
電動モータを発電機として使用しパッシブに減衰力を発生させたり、電動モータをアクチ
ュエータとして使用しアクティブに制振動作させるもので、所謂鉄道車両用電磁サスペン
ション装置などと呼ばれる。前記アクチュエータと並列に、車体－台車間に減衰係数切替
式の油圧ダンパを設置するシステムが知られている（特許文献１）。
【０００４】
　このシステムでは、アクティブ制御時には減衰係数切替式の油圧ダンパの減衰係数を「
低」として振動低減に最低限必要な減衰力を油圧ダンパで発生させ、前記アクチュエータ
の制御力負担を減少させるとともに、非制御（パッシブ）時には減衰係数を「高」に切り
替え、安全性を確保する。また、前記アクチュエータと並列に、車体－台車間の相対変位
を検出するストロークセンサを設置するシステムが知られており、該ストロークセンサは
、例えば前記アクチュエータに内蔵される。
【０００５】
　一方、電気鉄道では、架線に電圧や周波数が異なる（架線への給電系統が異なる）区間
が生じる場合や、運転上、保守上の都合などで架線を区分し、絶縁する必要のある場合、
機械的には架線を連続させつつ電気的には絶縁させるために電流区分装置（所謂セクショ
ン。以下、セクションと言う。）が設けられる。セクションとしては、架線への給電が完
全に遮断された区間（デッドセクション）を設ける場合と、鉄道車両（以下、車両という
。）への給電系統を切り替えるため一定の距離を持たせた切り替えセクションを設けてお
き、地上側の設備で切り替えセクションへの車両の進入を検知するとともに車両への給電
系統を切替えるように構成される場合がある。後者は、連続的に高速、力行運転を要求さ
れる新幹線（登録商標）で採用されている方式で、デッドセクションは存在しない。
【０００６】
　車両がデッドセクションを通過する際、車両への電力供給が停止する時間はデッドセク
ションの長さとその時の車両の速度によって決まるが、概ね数秒から１０数秒の時間であ
る。新幹線車両の場合はデッドセクションは存在しないので、車両への電力供給が停止す
る時間は車両の速度によらず数１００ｍｓであるが、車両の２次、３次電源系統の電源供
給はセクション通過後も１秒程度は停止するため、振動制御装置への電力供給が停止する
時間は概ね１秒から２秒程度となる。
　また、アクチュエータヘ供給される電流値から推力を推定し、推力指令と実推力との差
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を常に計算し、アクチュエータ動力ケーブル系統の断線などの異常を検知するシステム（
鉄道車両用電磁サスペンション装置）が知られている。
【特許文献１】特開２００３－２５２２０３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　車両がセクションを通過している間は車両への電力供給が停止するため、力行が出来な
くなるだけでなく、鉄道車両用電磁サスペンション装置においてはアクチュエータヘの電
力供給も停止するのでアクチュエータが制御力を発生できなくなる。また、アクチュエー
タと並列に車体－台車間に減衰係数切替式の油圧ダンパを設置し、アクティブ制御時には
滅衰係数切替式の油圧ダンパの減衰係数を「低」とする鉄道車両用電磁サスペンション装
置では、セクション通過時に車体－台車間の減衰力が小さくなるため、車両の乗り心地が
悪化するだけでなく、走行安定性が損なわれる虞があつた。
【０００８】
　また、セクション通過時に大きな車体振動が発生すると、コントローラは車体振動抑制
のための推力指令をアクチュエータに出力するが、アクチュエータは、電力供給を受けて
いないことから、制御力を発生できない。このため、推力指令と実推力との差が過大とな
り、鉄道車両用電磁サスペンション装置がフェール状態に遷移してしまうことがあつた。
また、実際には制御力を発生できないためにアクチュエータの駆動回路が保護動作状態に
入り、鉄道車両用電磁サスペンション装置（システム）がフェール状態に遷移することが
あった。
【０００９】
　本発明は、上記事情に鑑みてなされたもので、セクション通過時においても良好な走行
性及び優れた乗り心地を確保できる鉄道車両用電磁サスペンション装置を提供することを
目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　請求項１記載の発明は、車体と台車との間に介在されて、モータの駆動により推力を発
生する電磁サスペンション本体と、該電磁サスペンション本体と並列に設けられ減衰係数
を調整可能な油圧ダンパと、前記電磁サスペンション本体及び前記油圧ダンパの作動を制
御するコントローラとを備えた鉄道車両用電磁サスペンション装置において、前記モータ
の駆動電源の供給電圧の低下を監視し、前記供給電圧が予め定めた電圧閾値より小さくな
った場合、電源電圧低下と判定する電源電圧低下監視手段を備え、該電源電圧低下監視手
段が電源電圧低下と判定した場合に、前記コントローラは、前記電磁サスペンション本体
が発生する推力を低下させ、かつ前記油圧ダンパの減衰係数を大きくすることを特徴とす
る。
【００１１】
　請求項２記載の発明は、請求項１に記載の鉄道車両用電磁サスペンション装置において
、前記コントローラは、前記電源電圧低下監視手段が電源電圧低下と判定した時点から所
定時間経過後、除々に前記電磁サスペンションが発生する推力を大きくさせることを特徴
とする。
　請求項３記載の発明は、請求項１又は２に記載の鉄道車両用電磁サスペンション装置に
おいて、前記コントローラによる前記電磁サスペンション本体の作動は、前記モータに流
す電流の大きさを指定する制御指令を前記モータの駆動回路に出力することにより行われ
、前記制御指令が示す電流の大きさと前記モータに流れる電流の大きさとを比較する比較
手段を設け、前記コントローラは、前記電源電圧低下監視手段が電源電圧低下と判定した
場合に、前記比較手段の作動を所定時間、停止させることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１２】
　請求項１～３に係る発明によれば、電源電圧低下監視手段を設け、電源電圧低下監視手
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段が電圧低下を検知した場合には、コントローラが、電磁サスペンション本体が発生する
推力を低下させ、かつ油圧ダンパの減衰係数を高くするように鉄道車両用電磁サスペンシ
ョン装置（システム）を制御するので、鉄道車両のセクション通過時などに起こり得る電
圧低下時の走行安全性が向上し、また、電圧低下時の乗り心地が向上する。更に、システ
ム全体がフェール状態になることを回避できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　本発明の一実施の形態に係る鉄道車両用電磁サスペンション装置を、図１～図５に基づ
いて説明する。
　図１及び図２において、本発明の一実施の形態に係る鉄道車両用電磁サスペンション装
置１が用いられる鉄道車両（以下、単に車両ともいう。）２の車体３は、前側、後側の台
車（以下、前位、後位台車という。）４ｆ，４ｒに上下方向の振動抑制を行うサスペンシ
ョン機構３０を介して載置されている。前位、後位台車４ｆ，４ｒの夫々について、代表
して、適宜、台車４ともいう。
　前位台車４ｆ上には、左右方向に所定距離をあけて、一対の支持板（前左、前右支持板
５ｆＬ，５ｆＲ）が取付けられている。同様に後位台車４ｒ上には、左右方向に所定距離
をあけて、一対の支持板（後左、後右支持板５ｒＬ，５ｒＲ）が取付けられている。
　車体３の下面部における前左、前右支持板５ｆＬ，５ｆＲの中間位置に相当する部分に
は、中心ピン（前中心ピン６ｆ）が取付けられている。同様に、車体３の下面部における
後左、後右支持板５ｒＬ，５ｒＲの中間位置に相当する部分には、中心ピン（後中心ピン
６ｒ）が取付けられている。
【００１４】
　前中心ピン６ｆと前左支持板５ｆＬとの間には、直動式のモータからなり電磁サスペン
ション本体に相当する電磁アクチュエータ（前位電磁アクチュエータ７ｆ）が介在され、
前中心ピン６ｆと前右支持板５ｆＲとの間には、減衰係数切替式の油圧ダンパ（前位油圧
ダンパ８ｆ）が介在されている。同様に、後中心ピン６ｒと後左支持板５ｒＬとの間には
、直動式のモータからなり電磁サスペンション本体に相当する電磁アクチュエータ（後位
電磁アクチュエータ７ｒ）が介在され、後中心ピン６ｒと後右支持板５ｒＲとの間には、
減衰係数切替式の油圧ダンパ（後位油圧ダンパ８ｒ）が介在されている。
　前位電磁アクチュエータ７ｆ及び後位電磁アクチュエータ７ｒは、直動式モータからな
り、コントローラ１０に内蔵されたモータドライバ（モータの駆動回路）で駆動されるこ
とにより長手方向の推力を発生し得るようになっている。また、前位電磁アクチュエータ
７ｆ及び後位電磁アクチュエータ７ｒには、それぞれストロークセンサ（図示省略）が備
えられており、コイルと磁石との相対位置を検出して、それぞれの検出信号をコントロー
ラ１０に入力する。
　なお、前位、後位電磁アクチュエータ７ｆ，７ｒの夫々について、代表して、適宜、電
磁アクチュエータ７ともいう。また、減衰係数切替式の前位、後位油圧ダンパ８ｆ，８ｒ
の夫々について、代表して、適宜、油圧ダンパ８ともいう。
【００１５】
　車体３における前位、後位台車４ｆ，４ｒに対応した部分には、車体３に作用する左右
方向の加速度を検出する加速度センサ（以下、前位、後位加速度センサ９ｆ，９ｒという
。）が配置されている。
　前位、後位加速度センサ９ｆ，９ｒは検出信号をコントローラ１０に入力する。コント
ローラ１０は、前位、後位加速度センサ９ｆ，９ｒの検出信号などにより、車体３に作用
する左右方向の加速度が小さくなるよう電磁アクチュエータ７、油圧ダンパ８を制御する
。車体振動を抑制させるための振動制御方法は所謂スカイフック制御などによるが、詳細
は公知であるのでここでは省略する。
　セクション通過時の電磁アクチュエータ７の制御は、制御指令に低電圧ゲイン比率を掛
けて得られるゲイン処理制御指令を電磁アクチュエータ７の駆動回路、すなわち、コント
ローラ１０のモータドライバへ出力することにより行うようにしている。低電圧ゲイン比
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率は、図３（Ｃ）に示すように、定常時は、１．０とされ、後述するように、ＡＣ４００
Ｖ電源電圧低下が検出されると、ｇｌ（ｇｌ＜１．０）とされる。また、低電圧ゲイン比
率は、図３（Ｂ）、（Ｃ）の復帰時間の領域Ｔｓに示されるように、その値がｇｌ～１．
０の範囲で変化され得るようになっている。
【００１６】
　電磁アクチュエータ７への制御指令（ゲイン処理制御指令）は、電磁アクチュエータ７
に流す電流の大きさを示す情報（以下、制御指令指示電流という。）であり、制御指令（
ゲイン処理制御指令）を出力するコントローラ１０を介して制御指令指示電流に対応した
電流を電磁アクチュエータ７に流すようにしている。また、コントローラ１０は、制御指
令指示電流と実際に電磁アクチュエータ７に流れる電流とを比較する比較手段１５を備え
ており、この比較手段１５による比較結果（制御指令指示電流と実際に電磁アクチュエー
タ７に流れる電流との差）が大きいとき（例えば，電磁アクチュエータ７ケーブルの断線
などの場合）にフェール状態となりコントローラ１０は停止させるようにしている。
【００１７】
　また、電磁アクチュエータ７は、コントローラ１０を介して車両２の３次電源であるＡ
Ｃ４００Ｖ電源１７に接続されており、ＡＣ４００Ｖ電源１７からの電力の供給を受けて
駆動される。ＡＣ４００Ｖ電源１７とコントローラ１０とを接続する電力ケーブル１６の
途中には、電磁アクチュエータ７がＡＣ４００Ｖ電源１７から受ける電圧（ＡＣ４００Ｖ
電源１７の供給電圧）〔以下、ＡＣ４００Ｖ電源電圧ともいう。〕の大きさ、ひいてはＡ
Ｃ４００Ｖ電源電圧の低下を監視（検出）するＡＣ４００Ｖ電源電圧監視装置２０（電源
電圧低下監視手段）が設けられている。ＡＣ４００Ｖ電源電圧監視装置２０の検出結果は
コントローラ１０に入力される。
【００１８】
　コントローラ１０は、車両２のセクション通過に伴い以下のように処理を行う。この処
理内容について、図３（セクション通過時の処理の流れを時系列に示す図）に基づいて説
明する。
　車両２がセクションに進入すると、図３（Ａ）のＡＣ４００Ｖセンサ１４の出力波形で
示すように、車両２がＡＣ４００Ｖ電源１７から受ける電圧（供給電圧）〔以下、ＡＣ４
００Ｖ電源電圧という。〕は低下する。そして、ＡＣ４００Ｖ電源電圧が予め定めた電圧
閾値（例えぱＡＣ２８０Ｖ）以下となった場合、ＡＣ４００Ｖ電源電圧監視装置２０は、
上述したＡＣ４００Ｖ電源電圧が電圧閾値以下となったこと（以下、ＡＣ４００Ｖ電源電
圧低下又はＡＣ４００Ｖ低電圧状態ともいう。）を検知する〔図３（Ｂ）で信号レベルが
ハイレベルからローレベルに変化する部分〕。
　なお、ＡＣ４００Ｖ電源電圧が電圧閾値以下となったことは、電磁アクチュエータ７の
作動を適正に行えないことに相当することから、このことを、ＡＣ４００Ｖ電源断ともい
う。
【００１９】
　そして、コントローラ１０はＡＣ４００Ｖ電源電圧低下を検出する〔図３（Ｂ）〕と、
システム全体が直ちにフェール状態になることを防止するために、次の（１）～（３）の
一連の処理を行う。
　（１）図３（Ｄ）に示すように、油圧ダンパ８の減衰係数を「高」に切替えるように制
御する。
　（２）制御指令に「低電圧ゲイン比率ｇｌ」〔図３（Ｃ）〕を乗じることにより得たゲ
イン処理制御指令をコントローラ１０から出力することにより電磁アクチュエータ７の推
力を低下させる。
　（３）比較手段１５による制御指令指示電流と電磁アクチュエータ７に流れる実際の電
流との比較処理、ひいては、制御指令（ゲイン処理制御指令）に基づく推力指令と実際に
得られる推力（実推力）との差を求める演算を停止させる〔図３（Ｅ）〕。
　これら一連の（１）～（３）の処理は、まず「ＡＣ４００Ｖ電源断検知時間Ｔｄ」の間
、実行される。なお、「ＡＣ４００Ｖ電源断検知時間Ｔｄ」とはＡＣ４００Ｖ電源電圧低
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下がセクション通過などに伴う一時的なものか、ある一定時間以上継続する連続的なもの
かを判断する時間で、例えばＴｄ＝３秒などと設定しておく。
【００２０】
　車両２が新幹線車両である場合、セクション通過の際はＡＣ４００Ｖ電源電圧は１秒程
度で復帰するので、この場合ＡＣ４００Ｖ電源電圧低下は一時的なものと判断される。こ
の場合、ＡＣ４００Ｖ電源断検知時間Ｔｄ経過後上記（３）で停止された処理〔比較手段
１５による制御指令指示電流と実際に検出した電流値との比較処理、ひいては、制御指令
（ゲイン処理制御指令）に基づく推力指令と実際に得られる推力（実推力）との差を求め
る演算〕を再開させるとともに、復帰時間Ｔｓの間、徐々に「低電圧ゲイン比率ｇｌ」を
大きくしていき、復帰時間Ｔｓが経過すると「低電圧ゲイン比率＝１．０」とする。また
、油圧ダンパ８の減衰係数は復帰時間Ｔｓの間は「高」状態としておく。
　なお、「復帰時間Ｔｓ」とは、ある時間Ｔｓを持って徐々に正規の制御状態へ復帰させ
るための時定数で、例えばＴｓ＝３秒などと設定しておく。
　このように、車両２のセクション通過時などによりＡＣ４００Ｖ電源電圧が低下した場
合に、制御指令指示電流と実際に電磁アクチュエータ７に流れる電流との差が極めて大き
くなってフェール状態になってしまうため、ＡＣ４００Ｖ電源電圧低下が検出された場合
には、比較手段１５の作動を停止させて、システム全体がフェール状態になることを適切
に回避できるようにしている。
【００２１】
　図３では、セクション通過に伴いＡＣ４００Ｖ電源電圧低下が一時的なものである場合
を例にしたが、ＡＣ４００Ｖ電源電圧低下が一時的なものではなく、ある一定時間以上継
続する連続的なものである場合がある。このような場合におけるコントローラ１０の処理
の流れを、図３に対応させて図４に示す。
　図４に示すように、ＡＣ４００Ｖ電源電圧低下が検出されると、コントローラ１０は、
まず上記（１）～（３）の一連の処理を実行する。次いで、図４（Ｂ）に示すようにＡＣ
４００Ｖ電源断検知時間Ｔｄ経過後のＡＣ４００Ｖ電源電圧〔図４（Ａ）〕を判断し、こ
こでもＡＣ４００Ｖ電源電圧低下と検知した場合は、ＡＣ４００Ｖ電源電圧低下がある一
定時間以上継続する連続的なものであると判断し、フェール処理に入る。すなわち、図４
（Ｄ）に示すように、油圧ダンパ８の減衰係数を「高」のまま保持するとともに、電磁ア
クチュエータ７へのＡＣ４００Ｖ電源１７からの電力供給を遮断する（パッシブ化）。ま
た、図４（Ｅ）に示すように比較手段１５による上記比較処理ひいては推力指令と実推力
との差を求める演算を継続して停止させるとともに、図４（Ｃ）に示すように「低電圧ゲ
イン比率」などを含む制御演算を停止させ、上位の制御装置（図示省略）へ当該電磁サス
ペンション装置１がフェール状態になっていることを通知する。
【００２２】
　上述したように構成された鉄道車両用電磁サスペンション装置１の作用を、図５のフロ
ーチャートに基づいて説明する。
　図５において、まず、ＡＣ４００Ｖ電源電圧が電圧閾値（例えばＡＣ２８０Ｖ）未満で
あるか否かを判断する（ステップＳ１）。ステップＳ１でＹｅｓ（ＡＣ４００Ｖ電源電圧
低下状態）と判定した場合は、１サンプリング前のＡＣ４００Ｖ電源電圧が電圧閾値未満
で、かつ、保護動作状態でないか判断する（ステップＳ２）。ステップＳ２でＹｅｓと判
定した場合は、ＡＣ４００Ｖ低電圧保護動作状態に設定する（ステップＳ３）。
　ステップＳ３に続いて、油圧ダンパ８の減衰係数を「高」に切替えて（ステップＳ４）
、これに続いて、保護動作時間をゼロクリアする（ステップＳ５）。
【００２３】
　ステップＳ５に続いて、ＡＣ４００Ｖ低電圧保護動作中であるか否かを再度判断する（
ステップＳ６）。ステップＳ６でＹｅｓ（ＡＣ４００Ｖ低電圧保護動作中である）と判定
した場合は、油圧ダンパ８の減衰係数が「低」に設定されているか否かの判定を行う（ス
テップＳ７）。ステップＳ７でＹｅｓと判定すると、油圧ダンパ８の減衰係数を「高」に
切替える（ステップＳ８）。
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　ステップＳ６でＮｏ（ＡＣ４００Ｖ低電圧保護動作中でない）と判定すると、ＡＣ４０
０Ｖ低電圧保護動作状態設定を解除し（ステップＳ１８）、推力指令と推力推定値（実推
力）との差分を算出して（ステップＳ１９）、低電圧ゲイン比率を１とする（ステップＳ
２０）。
【００２４】
　ステップＳ８の処理後又はステップＳ７でＮｏと判定した場合はステップＳ９に進む。
　ステップＳ９では、保護動作時間がＡＣ４００Ｖ電源断検知時間Ｔｄ（例えば３秒経過
）を経過したか否かを判定する。ステップＳ９でＹｅｓ（Ｔｄ経過した）と判定した場合
は再度ＡＣ４００Ｖ電源電圧が電圧閾値より大きいかどうかを判断する（ステップＳ１０
）。
　ステップＳ１０でＮｏと判定するとフェール処理（パッシブ化、制御演算停止、上位制
御装置へ通知）を行う（ステップＳ２２）。
　すなわち、保護動作時間が経過して（ステップＳ９でＹｅｓと判定）もＡＣ４００Ｖ電
源電圧が電圧閾値未満（ステップＳ１０でＮｏと判定）の場合は、フェール処理（パッシ
ブ化、制御演算停止、上位制御装置へ通知）を行う（ステップＳ２２）。
　ステップＳ１０でＹｅｓと判定すると、保護動作時間がＴｄ＋Ｔｓ（ＡＣ４００Ｖ電源
断検知時間Ｔｄと復帰時間Ｔｓとを加えた総時間）の間に入っているか否かを判定する（
ステップＳ１１）。
　ステップＳ１１でＹｅｓと判定すると、油圧ダンパ８の減衰係数を「低」に切替えて（
ステップＳ１２）、ＡＣ４００Ｖ低電圧保護動作状態を終了させる（ステップＳ１３）。
【００２５】
　ステップＳ１３に続いて、推力指令と推力推定値（実推力）との差分をゼロとし（ステ
ップＳ１４）、保護動作時間＞ＡＣ４００Ｖ電源断検知時間Ｔｄであるか否かの判定を行
う（ステップＳ１５）。
　ステップＳ１５でＹｅｓ（保護動作時間＞ＡＣ４００Ｖ電源断検知時間Ｔｄ）と判定す
ると、低電圧ゲイン比率を、低電圧ゲイン比率＝ｇｌ＋（１－ｇｌ）×（保護動作時間－
Ｔｄ）／Ｔｓとする（ステップＳ１６）。ステップＳ１５でＮｏと判定した場合は低電圧
ゲイン比率＝ｇｌとする（ステップＳ１７）。
【００２６】
　なお、ステップＳ１でＮｏと判定した場合及びステップＳ２でＮｏと判定した場合は、
ステップＳ６に進む。
　また、ステップＳ９でＮＯと判定した場合は、ステップＳ１１に進む。
　そして、ステップＳ１６、ステップＳ１７、ステップＳ２０の各処理が行われると、制
御演算を実行する（ステップＳ２１）。
　ステップＳ２１の制御演算及びステップＳ２２のフェール処理に続いて、ＡＣ４００Ｖ
電源電圧監視装置２０の検出結果について過去４サンプリング分のＡＣ４００Ｖ電源電圧
のデータを記憶する（ステップＳ２３）。
【００２７】
　上記実施の形態によれば、ＡＣ４００Ｖ電源電圧監視装置２０（電源電圧低下監視手段
）を設け、ＡＣ４００Ｖ電源電圧監視装置２０が電源電圧低下を検知した場合には、コン
トローラ１０が油圧ダンパ８の減衰係数を高くするように制御するので、以下の効果を奏
する。
（ｉ）　車両２の電源電圧低下時の走行安全性が向上する。
（ｉｉ）　車両２の電源電圧低下時の乗り心地が向上する。また、電源電圧低下を検知し
た場合には、所定時間、電磁アクチュエータ７の推力を低下させるので、電磁アクチュエ
ータ７の駆動回路が保護動作状態に入ることがない。
（ｉｉｉ）　セクション通過時にシステム（鉄道車両用電磁サスペンション装置）がフェ
ール状態に遷移することを回避することができる。また、電源電圧低下を検知した場合に
は、コントローラ１０は停止して、電磁アクチュエータ７ヘの制御指令電流と実電流を比
較する比較手段１５の実行を所定時間停止するので、推力指令と推力推定値（実推力）と
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（ｉｖ）　前記（ｉｉｉ）の効果（推力指令と推力推定値（実推力）との差が過大となら
ない）に伴い、セクション通過時にシステム（電磁サスペンション装置）がフェール状態
に遷移することを回避することができる。
【００２８】
　なお、上記実施の形態では車両のセクション通過時の電源電圧低下をＡＣ４００Ｖ電源
電圧監視にて行ったが、ＡＣ４００Ｖの周波数を監視することで行ってもよい。例えば、
ＡＣ４００Ｖの周波数が通常の６０Ｈｚから４０Ｈｚ以下に低下したことを検知すること
で、車両のセクション通過時の電源電圧低下を検知する。
【００２９】
　上記実施の形態では、電磁サスペンション本体として、直動式のモータからなる電磁ア
クチュエータを用いた場合を例にしたが、これに代えて、電磁サスペンション本体を固定
子及び回転子からなる回転式の電動モータ及びこの電動モータ（回転子）の回転動を直線
動に変換する回転－直線動変換機構とを備えて構成される電磁アクチュエータを用いても
よい。
【図面の簡単な説明】
【００３０】
【図１】本発明の一実施形態に係る鉄道車両用電磁サスペンション装置の概略構造を示す
模式図である。
【図２】図１の鉄道車両用電磁サスペンション装置及びこれを用いる鉄道車両を模式的に
示す平面図である。
【図３】ＡＣ４００Ｖ電源電圧低下が一時的である場合におけるセクション通過時におけ
るコントローラの処理の流れを示すタイミングチャートである。
【図４】ＡＣ４００Ｖ電源電圧低下が一定時間以上継続場合におけるセクション通過時に
おけるコントローラの処理の流れを図３に対応して示すタイミングチャートである。
【図５】図１の鉄道車両用電磁サスペンション装置の作用を示すためのフローチャートで
ある。
【符号の説明】
【００３１】
　１…鉄道車両用電磁サスペンション装置、２…鉄道車両（車両）、３…車体、４…台車
、７ｆ，７ｒ（７）…前位、後位電磁アクチュエータ（電磁アクチュエータ、電磁サスペ
ンション本体）、８ｆ，８ｒ（８）…前位、後位油圧ダンパ（油圧ダンパ）、１０…コン
トローラ、１５…比較手段、２０…ＡＣ４００Ｖ電源電圧監視装置（電源電圧低下監視手
段）。
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